
第３章 給水装置の構造と材料

第１節 構 造

１．構 造

給水装置は、水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れ

るおそれがないものであること。（政令第５条第１項第４号）

給水装置の構造・材質および配管方法は地震時の変位にも対応できるようにすること。

給水管の口径は、その用途の所要水量および同時使用率を考慮して、当該給水装置による水の使用量

に比し、著しく過大でない範囲で定めなければならない。

凍結、浸食、汚染等を防止するための適当な措置を講じること。

家屋の主配管経路は、構造物の下を避けること等により漏水時の修理など維持管理が容易に行えるよ

うにしなければならない。

当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結してはならない。

別個のメーターで計量されている給水装置は、相互連絡をしてはならない。

給水装置は逆流防止、水撃防止及び停滞水が生じないような、危険防止の措置を講じること。

給水管中に空気が停滞するおそれがある箇所には、排気装置を設けるものとする。

第２節 給水装置の材料及び器具

１．材料及び器具

給水装置に使用する材料及び器具は、政令第５条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合する

ものでなければならない。ただし、配水支管の分岐部よりメーターまでの間は、別途管理者が指定する。

２．構造及び材質の基準

政令第５条第２項に基づく、給水装置の構造及び材質の基準の技術的細目に関する厚生省令第１４号（以

下「省令」という。）の主な内容は、下記のとおり。

耐圧に関する基準（省令第１条）

① 給水管及び給水用具に一定の静水圧を加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常が認められな

いこと。

② 給水管や継手の構造及び材質に応じた適切な接合が行われていること。
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浸出等に関する基準（省令第２条）

① 給水管や水栓等からの金属等の浸出が一定値以下であること。

② 水が停滞しない構造となっていること。

水撃限界に関する基準（省令第３条）

水撃等の急閉止により、１．５MPa を超える著しい水撃圧が発生しないこと。

又は、水撃圧を緩和する器具を設置すること。

防食に関する基準（省令第４条）

酸、アルカリ、漏えい電流により浸食されない材質となっていること。又は、防食材や絶縁材で被覆

すること。

逆流防止に関する基準（省令第５条）

① 逆止弁は、低水圧（３KPa ）時にも高水圧（１．５MPa ）時にも水の逆流を防止できること。

② 給水する箇所には逆止弁等を設置するか、又は水受け部との間に一定の空間を確保すること。

耐寒に関する基準（省令第６条）

低温（－２０℃）に暴露された後でも、当初の性能が維持されていること。

耐久に関する基準（省令第７条）

弁類は、１０万回繰り返し作動した後でも、当初の性能が維持されていること。

３．基準適合の証明方法

自 己 認 証

製造業者等が自ら又は製品試験機関に委託して得たデータ、作成した資料等によって証明する方法。

自己認証の具体例としては、製造業者等が性能基準適合品であることを示す自社検査証印等の標示を

製品等に行うこと。又は、製品が設計段階で政令に定める性能基準を満たすものとなることを示す試験

証明書及び製品品質の安全性を示す証明書（一例として、ＩＳＯ（国際標準化機構）９０００シリーズの規

格への適合証明書）を製品の種類ごとに指定工事業者等に提示すること等がある。

第三者認証

製造業者等の契約により、中立的な第三者機関が製品試験、工場検査等を行い基準に適合しているも

のについては基準適合品として登録して認証製品であることを示すマークの標示を認める方法。

第三者認証機関としては、現在、下記５機関がある。

① 日本水道協会品質認証センター

日本水道協会の認証には基本基準適合品（基本基準７項目）と基本基準７項目に他の性能を付加

した規格（ＪＷＷＡ規格等）に適合した特別基準適合品がある。

② 日本ガス機器検査協会

③ 電気安全環境研究所

④ 日本燃焼器具検査協会

⑤ ㈱ユーエル エーぺックス（ＵＬＡpex）
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� 誓約印の得られない場合又は機器を使用する上で断水の困難な場合は、受水タンク給水方式の場合の

み使用を認める。

� 機器の排水口は、容易に確認でき、ほこりその他衛生上有害なものが入らない状態であること。
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